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緊急事態宣言の解除に伴う保育所の対応について 

 

平素は田原本町保育行政にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

田原本町では、新型コロナウイルス感染症まん延防止の観点から、町内での感染者の

発生に伴い５月１２日（火）から閉所し、やむを得ない場合に限り特別保育を実施して

参りました。 

しかし、５月１４日（木）に政府の緊急事態宣言が解除されたことから、特別保育を５

月２４日（日）までとし、感染症拡大回避の施策等を徹底した上で５月２５日（月）から

は受け入れを再開いたします。 

なお、保護者の皆様が自宅待機や在宅勤務となられるなど、ご家庭での保育が可能な場

合は、家庭保育でのご協力を引き続きお願いいたします。 

今後、緊急事態宣言が再発令される等、状況によっては再度特別保育に移行する場合が

ございますのでご了承ください。 

保護者の皆様におかれましては、特別保育にご協力いただきありがとうございました。 
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